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１９時００分から 

場所：千葉市消防局（セーフティーちば） 

    １階「講堂」 

 

 

次   第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議事概要報告 

「平成２４年度第１回千葉市救急業務検討委員会」議事概要 

  

３ 報告及び議題 

報告１ 厚生労働科学研究事業「救急救命士の処置範囲に係る研究」について 

（１） 実証地域選考結果について 

（２） 実証研究における実施体制について 

（３） 実証研究参加に必要な教育について（中間報告） 

（４） 実証研究に関する市民及び関係機関への周知について 

議題１ 厚生労働省科学研究事業「救急救命士の処置範囲に係る研究」に関する 

      実証研究に該当する傷病者の搬送先について 

 

報告２ ビデオ硬性挿管用喉頭鏡追加講習実施結果について 

議題２  ビデオ硬性挿管用喉頭鏡に係る実習医療機関の追加について 

 

報告３ 消防ヘリによるドクターピックアップ方式での救急活動実績について 

 

４ その他 

  平成２４年度第３回千葉市救急業務検討委員会の開催予定について 
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平成２４年度第１回「千葉市救急業務検討委員会」議事概要 

開

催

日

時 

○ 平成２４年５月２１日（月） １９時００分から２１時００分 

○ 千葉市中央区長洲１－２－１ 

  千葉市消防局（セーフティーちば）１階「講堂」 

 

出 

 

 

 

席 

 

 

 

者 

 

○ 委員（９人） 

平澤  博之委員長、織田  成人委員、中村  弘委員、山本  義一委員、 

谷嶋 つね委員、中村 眞人委員、中村 孝雄委員、中田 泰彦委員、 

太枝 良夫委員 

○ その他 

事務局 

石井局長、 、山口救急課長補佐、反田救急管理係長、梅澤高度 

化推進係長、高山司令補、石垣司令補、植田司令補、坂本士長 

○ オブザーバー 

    稲葉 晋（マニュアル・プロトコール専門部会長） 

  千葉県：旭副課長（危機管理部消防課）、中村室長（健康福祉部医療整備課） 

   千葉市：白井係長（健康部健康企画課） 

議 

題 

１ 委員長の選出及び職務代理者の指名について 

２ ビデオ硬性挿管用喉頭鏡に係る教育体制及びプロトコールについて 

３ 指令センター常駐医師の業務について 

４ 共同指令センターの指示管制員が用いる口頭指導プロトコールについて 

 

報 

 

告  

１ 厚生労働科学研究「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」におけ 

 る新しい救急救命処置と実証研究に関する研究会への参加報告について 

２ 消防ヘリによるドクターピックアップ方式での救急活動に関する情報提供 

について 

３ 指導救命士の指名について 

 

会 

 

    

議 

 

 

概 

 

 

要 

 

 

１ 平成２３年度第３回千葉市救急業務検討委員会議事概要報告 

 平成２４年３月８日（木）に開催された、平成２３年度第３回千葉市救急

業務検討委員会の議事概要は、平成２４年度第１回千葉市救急業務検討委員

会の会議資料として、各委員あてに事務局から事前配布されていたことか

ら、議事概要に関する疑義、意見等はなく了承された。 

２ 議題１ 委員長の選出及び職務代理者の指名について 

   委員の任期満了に伴い、平成２４年４月、新たに委員の委嘱が行われたこ

とから千葉市救急業務検討委員会設置条例に基づき、委員長の選出及び職務

代理者の指名について審議した結果、委員長は平澤委員、職務代理者は平澤

委員長から織田委員との指名がありそれぞれ承認された。 

３ 議題２ ビデオ硬性挿管用喉頭鏡に係る教育体制及びプロトコールについ

て 

   マニュアル・プロトコール専門部会の稲葉部会長から、ビデオ硬性挿管用
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議 

 

 

 

 

 

 

概 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

 

 

喉頭鏡を用いた気管挿管の実施に係る本部会の検討として、救急救命士への

教育のあり方、病院実習のあり方及びプロトコールについて説明があり、審

議の結果それぞれ了承された。 

４ 議題３ 指令センター常駐医師の業務について 

   マニュアル・プロトコール専門部会の稲葉部会長から、指令センター常駐

医師の業務として、救急隊から医療機関への収容依頼において、常駐される

医師の裁量により医療機関交渉を試行期間として実施するとの検討結果が

示され、審議の結果、１年間実施しアンケートをとりその効果について検討

することとなった。 

５ 議題４ 共同指令センターの指令管制員が用いる口頭指導プロトコールに

ついて 

   マニュアル・プロトコール専門部会の稲葉部会長から、千葉県北東部・南

部ブロックで平成２５年 4 月から開始される口頭指導プロトコール案が示

され、審議の結果、了承された。 

６ 報告１ 厚生労働科学研究「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」

における新しい救急救命処置と実証研究に関する研修会への参加報告につ

いて 

   事務局から、平成２４年３月に開催された厚生労働科学研究「救急救命士

の業務のあり方等に関する検討会」における新しい救急救命処置と実証研究

に係る研修会の内容が説明され、同研究事業の今後の対応について報告があ

った。 

７ 報告２ 消防ヘリによるドクターピックアップ方式での救急活動に関する

情報提供について 

   事務局から、平成２４年６月より新たに千葉県救急医療センターが協力医

療機関として、消防ヘリによるドクターピックアップ方式での救急活動に参

加する予定であることが報告された。 

８ 報告３ 指導救命士の指名について 

   事務局から、平成２４年度より２年間を任期として、新たに２人の指導救

命士が指名されたことについて報告があった。 

９ その他 平成２４年度第２回千葉市救急業務検討委員会の開催予定につい

て 

   事務局から、次回に予定している平成２４年度第２回千葉市救急業務検討 

委員会の開催は、平成２４年８月初旬に開催するとの説明があった。 

 



報告１及び議題１ 

 

 

 

件  名 ： 厚生労働科学研究事業「救急救命士の処置範囲に係る研究」に 

関する報告及び議題１「実証研究に該当する傷病者の搬送先に 

ついて」 

 

 

議案要旨 ： 当該実証研究に参画するにあたっての当局の実施体制等につい

ての報告及び研究班より示されている「実証研究に該当する傷病

者の搬送先について」審議いただくものです。 

 

 

報告資料 ： 実証研究に参画するにあたって、これまでの当局の対応及び 

これらの処置に係る指示体制・プロトコール・同意書及び、市 

民への周知に関する報告を行います。 

      資料１（１）実証地域選考結果について 

      資料１（２）実証研究における実施体制について 

      資料１（３）実証研究参加に必要な教育について（中間報告） 

      資料１（４）実証研究に関する市民及び関係機関への周知につい   

            て 

 

 

議題 １ ： 実証研究班より「本実証研究対象となる傷病者の搬送について 

は、本実証研究のために予め地域で定められた基準にしたがって 

行う。」こととなっていることから、当局における収容先医療機関 

の現状を踏まえ、審議いただくものです。 

 

審議資料 ： 資料２「搬送先医療機関について」 

 



実証地域選考結果について
「厚生労働大臣が指定する市町村の消防機関を定める件」について公布（平成２４年７月

９日厚生労働省告示）され、千葉市を含む、全国１２９消防本部（３９メディカルコントロ

ール協議会）が正式に指定された。

実証研究に係るこれまでの国（厚生労働省）の対応について

○「救急救命士法施行規則の一部改正」について公布（平成２４年４月６日厚生労働省告示）

医師の具体的指示が必要な処置として、「厚生労働大臣が指定する市町村の消防機関において

下記の行為を行うことができる。」とした。

■乳酸リンゲル液を用いた輸液

■自己検査用グルコース測定器による血糖値の測定

■ブドウ糖溶液の投与

■短時間作用性β刺激薬の投与

※上記は、いずれも心肺機能停止状態でない重度傷病者に対して行うことができる。

○「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令の施行について」施行通知（平成２４年７月９日

厚生労働省医政局長）

参加地域の都道府県知事あて、本実証研究について、管下医療機関等関係方面への周知徹底

及び指導を依頼するとともに、当該行為は、厚生労働大臣が指定した地域に限定して平成２５年３

月２１日までとした。

資料１（１）



実証研究実施体制について

Ⅰ．指示体制
本実証研究に係る3行為の指示については、常駐医師が行う。
○救急救命士法第４４条第1項に規定する厚生労働大臣が認めた救急救命処置

資料１（２）

救急救命士の処置範囲拡大に係る法的位置付け
（平成２４年４月６日付け、救急救命士法施行規則の一部改正）

心肺停止状態でない重度傷病者に対して以下の行為が追加された。
１ 厚生労働大臣の指定する器具による血糖値の測定（血糖測定器）
２ 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液（乳酸リンゲル液）
３ 厚生労働大臣の指定する薬剤の投不（ブドウ糖溶液・β刺激薬「気管支拡張剤」）
※厚生労働大臣の指定する市町村において、平成２５年３月３１日まで

常駐する医師の業務
常駐医師の行う必須業務については以下の内容となっている。
（１）救急救命処置（特定行為）への指示

救急救命士法第４４条第１項に規定する救急救命処置（特定行為）を実施する場合に、救急救命士か
らの要請に基づき「具体的指示」を発する業務。

その他、救急救命士を含む救急隊員への助言・１１９番受信時の通報内容に基づく救急隊員への事前
助言・救急事故現場及び搬送途上における救急処置に関する助言・医療機関選定時における助言・指令
管制員が行う口頭指導に関する助言がある。



Ⅱ．プロトコール

本実証研究に係るプロトコールについては、研究班が示したプロトコールを
基本としたマニュアルを用いる。

○常駐医師：実証研究期間中、「医師業務マニュアル」及び「実証研究オンライン
ＭＣ医師記録票」・「喘息薬一覧表」を用いて指示を行う。

○救急救命士：実証研究期間中、「救急救命士業務マニュアル」及び「喘息薬一覧
表」に基づき活動を行う。

【実証研究に向けての対応】
≪常駐医師≫

事務局員（救急課）実証研究の内容及びプロトコール等について常駐医師が所
属する医療機関へ、プロトコール・救急隊活動DVDを配布及び説明を行う。
≪救急救命士≫

薬剤認定救急救命士に対し、本実証研究に必要な教育及び訓練を実施



20歳以上

JCS≧10

経口血糖降下薬かインスリンの使用あり

別の原因による意識障害の可能性が低い

意識障害

オンラインによる指示

該当しないすべて該当する

Ⅰ 血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

通常のプロトコールに従った
救急隊活動 *1

静脈路は確保できたか? *2

該当しない該当する

オンラインによる指示

搬送先選定 *6

血糖測定

BS <50mg/dl

該当しない

50%ブドウ糖 40ml 静注 *3

オンラインによる報告/指示 *5

2012.4.2 改訂

*1： 「通常のプロトコール」とは意識障害に対するプロトコールの

*2： 静脈路確保のための穿刺は2回まで施行できる

*3： 原則として40ml全量を、概ね3分以上かけて投与する

*4： JCSによる評価を慎重に行う

*5:  意識レベルの改善が得られても、搬送中などに再びJCS≧10となった

場合には、血糖測定前のオンラインによる指示に戻る

*6： 病院選定は、血糖値の結果に基づき行ってもよい

意識状態の確認 *4

基本的考え方

• 本アルゴリズムを“ユニット”として、地域MCのプロトコール中に組み込む。
• 実施に際しては、迅速な搬送を妨げないように留意するとともに、
迅速な意識障害の改善を目的とすることから、救急車内収容前に

行うことが望ましい。

該当する



呼気時の喘鳴を伴う呼吸困難がある

SpO2<95%（酸素投与下）

SABAが処方され所持していて、自分で吸

入することができない

喘息発作

オンラインによる指示

該当しないすべて該当する

Ⅱ 重症喘息に対する吸入β刺激薬の使用

通常のプロトコールに従った
救急隊活動 *1

SABAの使用 *2

搬送
*1： 「通常のプロトコール」とは、呼吸困難もしくは気管支喘息に対するプロトコールの意

*2: 投与量は基本的に2パフを原則とする

なお、使用可能薬剤かの確認については資料「SABA（短時間作動型β刺激薬）

の投与方法」に基づき、常駐医師とオンラインメディカルコントロール下で行うこと。

基本的考え方

• 本アルゴリズムを“ユニット”として、地域MCのプロトコール中に組み込む
• 搬送先医療機関が決定している場合には搬送を優先し、搬送途上で実施する。
決定前であれば現場で実施してよい。

オンラインによる報告

2012.4.2 改訂



20歳以上
上記の対象に相当するか？

ショック

長時間の挟圧

該当しない該当する

該当しない

該当しない該当する

通常のプロトコールに従った
救急隊活動 *1

オンラインによる指示

搬送先選定

□に一つでも該当するか？

□ ショックが増悪する要因がある *4

□ 重篤な心不全状態である

□ その他オンラインMCが必要である

オンラインによる報告

Ⅲ 心肺機能停止前の静脈路確保と輸液
ショックの判断

・ 皮膚の蒼白、湿潤・冷汗、頻脈、微弱な

脈拍等からショックが疑われるもの

長時間の挟圧 *2

・ クラッシュ症候群が疑われる
・ クラッシュ症候群に至る可能性がある

*1： 「通常のプロトコール」とは、ショックに対するプロトコールの意

*2： 「挟圧」とは、狭隘な空間や器械等に身体が挟まれ圧迫されている状況を指す

*3： 静脈路確保は18Gもしくは20Gの留置針を用い、穿刺は2回まで施行できる

*4： ショックが増悪する要因とは、

・ 出血が続いている可能性がある

・ 意識障害の進行がある

・ アナフィラキシー

・ 熱中症

・ 高度の脱水 などをいう 該当する

基本輸液

静脈路確保はできたか? *3

オンラインによる指示

輸液速度の調節（基本輸液もしくは急速輸液）

基本的考え方

• 本アルゴリズムを“ユニット”として、地域MCのプロトコール中に組み込む。
• 実施に際しては、迅速な搬送を妨げないように留意する。

2012.4.2 改訂



Ⅲ．同意書
３行為を施行するにあたり、傷病者本人または代諾者の署名が必要である。

（表） （裏）



Ⅳ．期間中のデータ収集方法
医療機関からのデータ収集については、取扱い救急

隊が14日以内に回収し、地域モニター（救急課）ま
で報告、地域モニターが中央モニター（研究班）へ報
告する。
○医療機関回答方法

即時、必要事項を記入し救急隊へ返却
又は、ファックスで回答（個人名等の記載はない）





Ⅴ 実証研究の実施に伴う有害事象の対応について

実証研究班が定めている、本研究における有害事象発生時の対応について。

【有害事象について】

研究班が示す、有害事象については、消毒による皮膚のかぶれから、処置を行って生

じた意図しない徴候、症状または病気まで全３７例が挙げられている。

（詳細は別頁の「有害事象リスト」のとおり）

【有害事象発生時の対応】

１ 有害事象発生から１２時間以内に研究班への報告が必要な事例

当該事象が死亡例や後遺症が残るような事態であると収容先医療機関が判断した

場合

２ 研究班への報告が必要な事例

上記に該当しなくとも、地域ＭＣの当該処置の原因判断で研究班に報告すべき事

象であると判断した場合とする。

３ 様々な、有害事象について報告された場合、地域ＭＣが対応策を検討することとなっ

ている。
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有害事象リスト

Ⅰ 血糖測定・ブドウ糖投不フロー（血糖の測定）
○採血のための穿刺部位の消毒による皮膚のかぶれ
○穿刺時の肢の逃避反応などの際の誤刺（傷病者・救急隊員に対し）
○穿刺部位の強度の痛み、腫れ、出血の持続、感染
○血液の流出丌良、測定器のトラブルなどによる再穿刺
○測定機器の故障や丌適切な操作などによる誤測定
○その他、処置を行うことによって傷病者に生じた好ましくない、あ

るいは意図しない徴候、症状または病気

Ⅰ 血糖測定・ブドウ糖投不フロー（静脈路確保）
○刺入部位消毒による皮膚のかぶれ
○駆血帯の過度の巻き付けによる疼痛
○穿刺時の肢の逃避反応などの際の誤刺（傷病者・救急隊員に対し）
○静脈近傍の末梢神経損傷
○穿刺・留置部位の腫れ・漏れ
○丌適切な輸液速度による過剰輸液と症状・兆候の悪化
○留置針・輸液ラインの固定テープによる皮膚のかぶれ
○留置針・輸液ラインの予期せぬ抜去
○輸液バック・輸液ラインの丌適切な扱いによる気泡の体内への流入
○その他、処置を行うことによって傷病者に生じた好ましくない、あ

るいは意図しない徴候、症状または病気

Ⅰ 血糖測定・ブドウ糖投不フロー（ブドウ糖の投不）
○他の薬剤の誤投不
○留置針周辺の腫れ・漏れ（ブドウ糖投不中に起きたもの。）
○ブドウ糖投不時の肢の逃避反応などの際の皮膚の損傷、打撲など
○ブドウ糖シリンジ・輸液ライン接続の緩みや脱落による血液の相当

量の流出
○ブドウ糖シリンジ・輸液ラインの丌適切な扱いによるライン内気泡
混入と気泡の体内の流入

○ブドウ糖投不による意識回復に伴う体動の出現などによる、皮膚の
損傷・打撲など

○ブドウ糖による血管炎の発生
○ブドウ糖による血栓性静脈炎の発生
○その他、処置を行うことによって傷病者に生じた好ましくない、あ

るいは意図しない徴候、症状または病気

Ⅱ ＳＡＢＡ吸入フロー
○ＳＡＢＡの吸入により報告されている下記の症状もしく

は疾患を疑わせる所見の出現（長規連用に伴うものを含
む）

■心拍数上昇
■頭痛
■顔面紅潮
■手指振戦
■筋クランプ
■血清カリウム値低下
■血圧低下
■動脈血酸素分圧（ＰａＯ２）低下
■冠攣縮性狭心症
■急性心丌全
■丌整脈（心房細動・心室頻拍）
■意識消失
■心停止
○その他、処置を行うことによって傷病者に生じた好

ましくない、あるいは意図しない徴候、症状または
病気

Ⅲ 心停止前輸液フロー
○刺入部位消毒による皮膚のかぶれ
○駆血帯の過度の巻き付けによる疼痛
○穿刺時の肢の逃避反応などの際の誤刺（傷病者・救急隊員に

対し）
○静脈近傍の末梢神経損傷
○穿刺・留置部位の晴れ・漏れ
○丌適切な輸液速度による過剰輸液と症状・兆候の悪化
○留置針・輸液ライン接続の緩みや脱落による血液の相当量の

流出
○留置針・輸液ラインの予期せぬ抜去
○留置針・輸液ラインの固定テープによる皮膚のかぶれ
○輸液バック・輸液ラインの丌適切な扱いによる気泡の体

内への流入

※下線はオンラインMCにより速やかに指示を求め対応するもの



地域MCが当該処置の
原因について判断 *6

研究班が検討 *4

Ⅴ 千葉市消防局実証研究有害事象発生時の対応フロー

プロトコール修正などの上、
当該処置または

すべての処置の再開

当該処置または
すべて処置の中止

地域MCが対応策を
検討 *7

当該処置の継続

当該処置または
すべての処置の

地域MC内での中止

研究班へ報告

研究班が対応策を
検討 *5

当該事象が死亡例や
後遺症が残るような事態
（地域MCが判断） *3

該当
する

（ｲ）個々の事例内で
帰結する事象

（ｱ）プロトコルの内容など全国的な影響を受
ける事象、もしくは（ｲ）に相当しないもの

該当
しない

当該処置または
すべての処置を

一時中断

12時間以内
に

（ｲ）個々の事例内で帰結
する

事象

（ｱ）プロトコルの内容など全国的な影響を受
ける事象、もしくは（ｲ）に相当しないもの

ここで言う、地域ＭＣとは、「千葉市救急業務検討委員会」を指す。

詳細は別紙のとおり

処置実施課程における有害事象、
もしくはその可能性のある事象の発生＊１＊２



*1 千葉市消防局（以下「消防局」と言う。）及び千葉市救急業務検討委員会（以下「ＭＣ」と言う。）に「実

証研究における有害事象発生時の担当者」（以下、「担当者」）を以下のとおり配置する。

○消防局担当者：警防部救急課高度化推進係長

○ＭＣ担当者：千葉大学医学部附属病院 安部隆三医師

*2 新しい処置の実施に関連して、有害事象リストのうち「処置を行うことによって傷病者に生じた好ましくな

い、あるいは意図しない徴候、症状、または病気」が発生した場合、もしくはその可能性のある事象が発生

した場合には（「有害事象リスト」を参考）、処置を実施した救急救命士は直ちに所属長及び、消防局担当

者にその旨を報告する。それに当てはまらない事象は、症例登録を通じ事務局に報告される。

*3 MC は、本実証研究に該当する処置により発生したと医師が強く認めた死亡例や後遺症が残るような事態で

あるとき、遅くとも12時間以内に研究班に報告し、対応策について諮問する。

○中川 隆（愛知医科大学病院） ○○○ー○○○○ー○○○○／個人アドレス

○松本 尚（日本医科大学千葉北総病院）○○○ー○○○○ー○○○○／個人アドレス

○田邉晴山（救急振興財団東京研修所） ○○○ー○○○○ー○○○○／個人アドレス

*4 研究班は、厚生労働省、消防庁とともに当該事象の内容や原因を検討した結果、当該事象が全国的な影響を

受けるものであると判断した場合は、直ちに当該処置もしくはすべての処置の一時中断を研究参加MCに通知

する。

*5 研究班は、厚生労働省、消防庁とともに、当該事象の対応策について可及的速やかに決定する。

*6 地域MC は、プロトコルの内容など全国的な影響を受ける事象かを判断した場合は、研究班に報告する。

*7 *4もしくは*6の検討の結果、地域MC内での対応でよいと判断された場合には、地域MCは、当該事象の対

応策を可及的速やかに決定し、結果を研究班事務局に報告する。

同時にメール送信し報告
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処置実施過程における有害事象、
もしくはその可能性のある事象の発生

（受入れ医療機関の判断）

有害事象が疑われる傷病者を搬送した救急
隊長または、取扱い救急救命士による報告

千葉市救急業務検討委員会委員長へ報告
（発生後、１２時間以内に研究班へ報告する事案であるかについて協議）

ＭＣ担当：千葉大学医学部附属病院
安部医師へ報告

（医学見地による判断）

必要に応じ、重要症例調査専門部会を緊急開催

■警防部救急課
○所属長及び警防部救急課長へ報告
○病院担当者へ連絡
○病院へ出向し協議（有害事象の把握）
○事後の動向を消防署へ連絡
○保険会社へ連絡

■病院所管課
有害事象の把握
消防局と協議

※３実証研究班へ報告

１
２
時
間
以
内

千葉市消防局実証研究有害事象発生対応アルゴリズム ２



収容医療機関施設長 様

千葉市消防局長
千葉市救急業務検討会委員長

今般、貴医療機関への搬送途中に傷病者様に対し常駐医師の指示の下、
□「血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」
□「重症喘息に対するβ刺激薬の使用」
□「心肺機能停止前の静脈路の確保及び輸液」 の処置を行い収容しました。
細心の注意を払い当該処置を実施しましたが下記の有害事象が確認されましたら、
下記まで御連絡下さい。

≪連絡先≫
出動番号 救急１－００１（傷病者登録用紙 １－１．出動番号）
搬送日時 平成２４年○○月○○日 ◇◇時◇◇分 収容
連絡先 千葉市消防局○○消防署○○救急隊

電話：０４３－□□□ー△△△△ ＦＡＸ：０４３－△△△―□□□□

Ⅰ 血糖測定・ブドウ糖投不フロー（血糖の測定）
○採血のための穿刺部位の消毒による皮膚のかぶれ
○穿刺時の肢の逃避反応などの際の誤刺（傷病者・救急隊員に対し）
○穿刺部位の強度の痛み、腫れ、出血の持続、感染
○血液の流出丌良、測定器のトラブルなどによる再穿刺
○測定機器の故障や丌適切な操作などによる誤測定
○その他、処置を行うことによって傷病者に生じた好ましくない、あ

るいは意図しない徴候、症状または病気

Ⅰ 血糖測定・ブドウ糖投不フロー（静脈路確保）
○刺入部位消毒による皮膚のかぶれ
○駆血帯の過度の巻き付けによる疼痛
○穿刺時の肢の逃避反応などの際の誤刺（傷病者・救急隊員に対し）
○静脈近傍の末梢神経損傷
○穿刺・留置部位の晴れ・漏れ
○丌適切な輸液速度による過剰輸液と症状・兆候の悪化
○留置針・輸液ラインの固定テープによる皮膚のかぶれ
○留置針・輸液ラインの予期せぬ抜去
○輸液バック・輸液ラインの丌適切な扱いによる気泡の体内への流入
○その他、処置を行うことによって傷病者に生じた好ましくない、あ

るいは意図しない徴候、症状または病気

Ⅰ 血糖測定・ブドウ糖投不フロー（ブドウ糖の投不）
○他の薬剤の誤投不
○留置針周辺の腫れ・漏れ（ブドウ糖投不中に起きたもの。）
○ブドウ糖投不時の肢の逃避反応などの際の皮膚の損傷、打撲など
○ブドウ糖シリンジ・輸液ライン接続の緩みや脱落による血液の相当

量の流出
○ブドウ糖シリンジ・輸液ラインの丌適切な扱いによるライン内気泡

混入と気泡の体内の流入
○ブドウ糖投不による意識回復に伴う体動の出現などによる、皮膚の

損傷・打撲など
○ブドウ糖による血管炎の発生
○ブドウ糖による血栓性静脈炎の発生
○その他、処置を行うことによって傷病者に生じた好ましくない、あ

るいは意図しない徴候、症状または病気

Ⅱ ＳＡＢＡ吸入フロー
○ＳＡＢＡの吸入により報告されている下記の症状もしく

は疾患を疑わせる所見の出現（長規連用に伴うものを含
む）

■心拍数上昇
■頭痛
■顔面紅潮
■手指振戦
■筋クランプ
■血清カリウム値低下
■血圧低下
■動脈血酸素分圧（ＰａＯ２）低下
■冠攣縮性狭心症
■急性心丌全
■丌整脈（心房細動・心室頻拍）
■意識消失
■心停止
○その他、処置を行うことによって傷病者に生じた好

ましくない、あるいは意図しない徴候、症状または
病気

Ⅲ 心停止前輸液フロー
○刺入部位消毒による皮膚のかぶれ
○駆血帯の過度の巻き付けによる疼痛
○穿刺時の肢の逃避反応などの際の誤刺（傷病者・救急隊員に

対し）
○静脈近傍の末梢神経損傷
○穿刺・留置部位の晴れ・漏れ
○丌適切な輸液速度による過剰輸液と症状・兆候の悪化
○留置針・輸液ライン接続の緩みや脱落による血液の相当量の

流出
○留置針・輸液ラインの予期せぬ抜去
○留置針・輸液ラインの固定テープによる皮膚のかぶれ
○輸液バック・輸液ラインの丌適切な扱いによる気泡の体

内への流入

有害事象リスト

案



実証研究に必要な教育について（中間報告）

日時：平成２４年７月２３日（月）から７月３１日（火）まで
８月 ７日（火）から８月１４日（火）まで

会場：千葉市消防学校

講師：千葉大学医学部附属病院救急部・集中治療部医師
千葉県救急医療センター医師

実技講師：医師及び指導救命士

対象者：薬剤投与認定救急救命士 ７４人

内容：厚生労働科学研究班が示した教育カリキュラム（全２２単位）

資料１（３）



９：００－９：５０ １０：００－１０：５０ １１：００－１１：５０ １３：００－１３：５０ １４：００－１４：５０ １５：００－１５：５０ １６：００－１６：５０

7月23日 A
モジュール
１－１

モジュール
２－１

モジュール
２－１

モジュール
３－１

モジュール
３－１

モジュール
３－１

モジュール
4

医療機関名 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大

担当医師名 中田孝明 中田孝明 中田孝明 中田孝明 中田孝明 中田孝明 中田孝明

7月24日 Ｂ
モジュール
３－１

モジュール
３－１

モジュール
３－１

モジュール
4

モジュール
１－１

モジュール
２－１

モジュール
２－１

医療機関名 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大

担当医師名 安部隆三 安部隆三 安部隆三 安部隆三 安部隆三 安部隆三 安部隆三

7月25日 Ａ
モジュール
１－２

モジュール
２－２

モジュール
２－２

モジュール
３－２

モジュール
３－２

モジュール
３－２

モジュール
4

医療機関名 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大

担当医師名 大島　拓 大島　拓 大島　拓 大島　拓 大島　拓 大島　拓 大島　拓

7月26日 Ｂ
モジュール
３－２

モジュール
３－２

モジュール
３－２

モジュール
4

モジュール
１－２

モジュール
２－２

モジュール
２－２

医療機関名 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大

担当医師名 大島　拓 大島　拓 大島　拓 大島　拓 大島　拓 大島　拓 大島　拓

7月30日 Ａ
モジュール
３－３

モジュール
３－３

モジュール
３－３

確認試験
（筆記）

モジュール
２－３

モジュール
２－３

モジュール
２－３

医療機関名 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大

担当医師名 服部憲幸 服部憲幸 服部憲幸 服部憲幸 服部憲幸 服部憲幸 服部憲幸

7月31日 Ｂ
モジュール
２－３

モジュール
２－３

モジュール
２－３

モジュール
３－３

モジュール
３－３

モジュール
３－３

確認試験
（筆記）

医療機関名 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大

担当医師名 安部隆三 安部隆三 安部隆三 安部隆三 安部隆三 安部隆三 安部隆三

９：００－９：５０ １０：００－１０：５０ １１：００－１１：５０ １３：００－１３：５０ １４：００－１４：５０ １５：００－１５：５０ １６：００－１６：５０

8月7日 Ｃ
モジュール
１－１

モジュール
２－１

モジュール
２－１

モジュール
３－１

モジュール
３－１

モジュール
３－１

モジュール
4

医療機関名 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急

担当医師名 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏

8月8日 Ｄ
モジュール
３－１

モジュール
３－１

モジュール
３－１

モジュール
4

モジュール
１－１

モジュール
２－１

モジュール
２－１

医療機関名 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急

担当医師名 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏 江藤　敏

8月9日 Ｃ
モジュール
１－２

モジュール
２－２

モジュール
２－２

モジュール
３－２

モジュール
３－２

モジュール
３－２

モジュール
4

医療機関名 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急

担当医師名 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦

8月10日 Ｄ
モジュール
３－２

モジュール
３－２

モジュール
３－２

モジュール
4

モジュール
１－２

モジュール
２－２

モジュール
２－２

医療機関名 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急

担当医師名 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦 荒木雅彦

8月13日 Ｃ
モジュール
２－３

モジュール
２－３

モジュール
２－３

モジュール
３－３

モジュール
３－３

モジュール
３－３

確認試験
（筆記）

医療機関名 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急 県救急

担当医師名 稲葉　晋 稲葉　晋 稲葉　晋 稲葉　晋 稲葉　晋 稲葉　晋 稲葉　晋

8月14日 Ｄ
モジュール
３－３

モジュール
３－３

モジュール
３－３

確認試験
（筆記）

モジュール
２－３

モジュール
２－３

モジュール
２－３

医療機関名 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大 千葉大

担当医師名 幸部吉郎 幸部吉郎 幸部吉郎 幸部吉郎 幸部吉郎 幸部吉郎 幸部吉郎

処置範囲拡大に係る教育カリキュラム

血糖測定と

ブドウ糖投与

血糖測定と

ブドウ糖投与

β 刺激薬

　　　の投与

β 刺激薬

　　　の投与

心肺停止前の

　静脈路確保

　と輸液

心肺停止前の

　静脈路確保

　と輸液

心肺停止前の

　静脈路確保

　と輸液

血糖測定と

ブドウ糖投与

血糖測定と

ブドウ糖投与

β 刺激薬

　　　の投与

β 刺激薬

　　　の投与

心肺停止前の

　静脈路確保

　と輸液

形　　式 単位 時間（分） 内　　　　　　　　　　容 講　　　　師

オリエンテーション ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 1 50 実証研究の全体像 医師・救急課

モジュール１－１ 実　　習 1 50
・血糖測定手技
・測定機器の取扱い

医師
指導救命士（2回以降）

モジュール１－２ 実　　習 1 50 ・吸入器、pMDI、ｽﾍﾟｰｻｰの取扱い
医師
指導救命士（2回以降）

モジュール２－１ 講　　　義 2 100

・ブドウ糖とその調整
・糖尿病の病態と治療（血糖降下薬とｲﾝｽﾘﾝ）
・低血糖の病態
・血糖の測定とブドウ糖液輸液の留意点

医師

モジュール２－２ 講　　義 2 100
・気管支喘息の病態と治療（吸入療法）
・喘息発作の重症度判断
・β刺激薬の薬理効果と副作用・合併症

医師

モジュール２－３ 講　　義 3 150

・各種ショックの病態
・輸液と生体反応
・外傷に対する輸液療法
・輸液の合併症

医師

モジュール３－１ シナリオ（実技） 3 150 ・低血糖の判断とプロトコールの実施
医師
指導救命士（2回以降）

モジュール３－２ シナリオ（実技） 3 150 ・喘息発作の重症度判断とプロトコールの実施
医師
指導救命士（2回以降）

モジュール３－３ シナリオ（実技） 3 150 ・ショックの鑑別・判断とプロトコールの実施
医師
指導救命士（2回以降）

モジュール4 講義・実習 2 100
・病態情報の伝達
（オンラインＭＣの”how to")
・同意の取得に関する講義と実習

医師
指導救命士（2回以降）

確認試験（筆記） 1 50 ・実証研究のための教育内容の確認 医師

教育プログラム



実証研究に関する市民及び関係機関への周知について

○市長会見

平成２４年６月２８日（木） 千葉市役所において、多数の報道機関に対して実証研究に参加

すること。および、参加に必要な教育を行うことについて発表

○千葉市医師会及び民間病院協会

本実証研究で必要となるデータの収集について協力を要請。

千葉市医師会では、医師会員全員に当局が提示した実証研究の説明資料及びデータ収集の

協力依頼文を周知

○教育訓練風景取材

千葉テレビ及び新聞社数社が取材。

※平成２４年７月２４日 １８時・２１時３０分 「NEWSチバ」で訓練状況を放映

○ポスター掲示

市内の収容な医療機関及び各消防署所に掲示

資料１（４）





搬送先医療機関について

本実証研究対象となる傷病者の搬送先については、「本検証のために予め地域で定められた基準にしたがって行

う。」となっており、当局における本検証に係る収容先医療機関について、現行の搬送基準を踏まえ検討する。

当局の基準
救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応する医療機関その他の場所
に搬送することを原則とする。 （千葉市消防救急業務規程第１５条）

本実証研究のため、特定の医療機関を定めることなく従来とおりの医療機関収容体制において実証研究に必要な調
査を行うこととしたい。

【第１段階 生理学的評価】
■意識：ＪＣＳ１００以上
■呼吸：１０回／分未満、又は３０回以上、呼吸音の左右差、異常呼吸
■脈拍：１２０回／分以上、又は５０回／分未満
■収縮期血圧：９０ｍｍＨｇ未満、又は２００ｍｍＨｇ以上
■SPO2：９０％未満
■その他：ショック症状

【第２段階 症状等】
■進行性の意識障害
■チアノーゼ・起坐呼吸・努力呼吸等
■喘息発作（声を出せない）
■高度脱水
■骨盤骨折・腹部膨隆・腹壁緊張等
のほか、各種傷病欄の症状等に該当

重症度・緊急度判断基準（千葉市消防局救急隊現場活動マニュアル）

重症以上と判断した場合の医療機関選定は、救命救急センター等の三次医療機関、あるいはこれに準ずる二次救急
医療機関及び地域の基幹病院とすること。

本検証に係る傷病者収容先医療機関の業務

研究班が定めた、傷病者登録用紙に必要事項を
記載し消防局へFAX
○観察日時・意識レベル・血圧・脈拍・呼吸数
○傷病者の転機
○血糖値または、ショックの病態

資料 ２

救急隊

消防局指令センター常駐医師

医療機関 消防局 厚生労働科学研究版

オンラインメディカルコント
ロール下において処置を実施

搬総先医療機関は指定された
用紙に必要事項を記入し消防
署あて送付

厚生労働省（研究
班）へ報告

実証研究の流れ



７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

　　事前教育
７月２３日～８月１４日

千葉市消防学校

非介入期
９月１日～１０月３１日

介入期
１１月１日～１月３１日

調査実施期間

平成２４年 平成２５年

　千葉市消防局　実証研究スケジュール

予想対象傷病者数
○「血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」

ブドウ糖溶液の投与の必要性が生じると思われる傷病者（初期診断名が「低血糖」で且つ、中等症以上
の傷病者）は、平成２２年で１３２人、平成２３年で１０７人である。

○「重症喘息患者に対する吸入β刺激薬の使用」
吸入β刺激薬の使用が必要と思われる傷病者（初期診断名が「喘息」で且つ、中等症以上の傷病者」は、
平成２２年で７８人、平成２３年で８６人となっている。
○「心肺機能停止前の静脈路確保と輸液」
心肺機能停止前の静脈路確保と輸液が必要と思われる高エネルギー事故又は、ショックの傷病者は、平
成２２年で６７人、平成２３年で５２人となっている。

該当傷病者数（H22･H23平均） 実証研究中（５カ月の見込み）

低血糖（中等症以上） １２０人 約５０人

喘息発作（中等症以上） ８２人 約３４人

ショック又は高エネルギー事故 ６０人 約２５人



報告２及び議題２ 

 

 

 

件  名 ： ビデオ硬性挿管用喉頭鏡（以下「ビデオ喉頭鏡」という。）に係 

る教育実施結果及び、実習先医療機関の追加について 

 

 

議案要旨 ： 今年度第１回の当委員会において、救急救命士によるビデオ喉

頭鏡を用いた気管挿管について承認されたところです。今般、資

格取得のために必要な追加講習の実施結果報告及び、実習協力医

療機関の追加について、審議いただくものです。 

 

 

報告資料 ： 千葉市消防学校において、ビデオ喉頭鏡追加講習の実施結果に 

ついて報告するものです。 

      資料３「ビデオ喉頭鏡追加講習実施結果について」  

 

議題 ２ ： 従来型気管挿管に必要な病院実習の実習協力医療機関において 

ビデオ喉頭鏡に係る病院実習についても協力頂けることとなって 

おります。当局として、実習協力医療機関を更に充実させ円滑な 

実習体制の整備を行いたく、実習協力医療機関の追加について、 

審議いただくものです。 

 

審議資料 ：資料４「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡に係る実習医療機関の追加につ 

いて」 

 



ビデオ喉頭鏡追加講習実施結果について
資料３

ビデオ喉頭鏡を用いた気管挿管に必要な追加講習を実施したので報告します。
■日 時：平成２４年７月２・５・６日
■場 所：千葉市消防学校
■受講者：気管挿管認定救急救命士及び気管挿管病院実習待機者 計１４０人
■講 師：荒木雅彦医師（千葉県救急医療センター麻酔科部長）
■実技講師：荒木医師及び指導救命士
■内 容：ビデオ喉頭鏡病院実習前に必要な教育（７時限）





ビデオ硬性挿管用喉頭鏡に係る実習医療機関の追加について

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡に係る実習協力医療機関として下記の医療機関を追加したい。

□みつわ台総合病院

□千葉中央メディカルセンター

□千葉メディカルセンター

【背 景】

今般、ビデオ喉頭鏡による気管挿管が可能な認

定救急救命士を早期に養成し、病院前救護体制の充実を図ることを目的として、これまでの実習

協力医療機関のほかに新たな実習協力医療機関を検討するに至った。

○これまでの実習協力医療機関においては、気管挿管認定救急救命士の新規養成（３０症例）の

ほか、研修医の受入れなどがあり、ビデオ喉頭鏡病院実習の受入れに限りがある。

○ビデオ喉頭鏡の安全性・有効性が高いことから、計画的にビデオ喉頭鏡認定救命士を養成する

必要がある。

現在の気管挿管認定救急救命士養成のための実習協力医療機関

■千葉大学医学部附属病院

■千葉医療センター

■市立海浜病院

■市立青葉病院

資料４



報告３ 

 

 

件  名 ： 消防ヘリによるドクターピックアップ方式での救急活動実績に 

ついて 

 

 

報告資料 ： 平成２４年１月から７月末までにおける本活動について報告す

るものです。 

       資料５「消防ヘリによるドクターピックアップ方式での救急活 

動実績について」 

 



消防ヘリによるドクターピックアップ方式での救急活動実績について

当該救急活動については、千葉大学医学部附属病院の協力により、平成２４年１
月より本格運用を開始している。

千葉県救急医療センターが実災害を想定した訓練を踏まえ、６月より協力医療機
関として加わった。

これまでの活動実績について報告します。

資料５

活動状況（平成２４年１月４日～７月２７日）
■ドクターピックアップ適応が疑われた事例：２４件
■ドクターピックアップ症例：９件

（うち、外因性：７件・内因性：２件）

救急隊が適応外と判断 11

不搬送 1

ドクターピックアップによる医師出動 9

（傷病者を消防ヘリで搬送） 7

（傷病者を救急車で搬送） 2

活動実績（平成２４年１月４日から７月２７日）



５ その他 

 

  平成 24 年度第３回千葉市救急業務検討委員会の開催予定について 

 

   

 

 

開催日時 ： 平成 2５年３月初旬（予定） 

 

       ※日程調整は平成２５年２月初旬にＦＡＸ送信させていただ 

きます。 
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